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申請中死亡者のご遺族の方

給付される例

特別遺族弔慰金の額280万円

（救済給付調整金限度額）

改正法施行前にご遺族が支給を受けた救済給付調整金　　280万

未支給の医療費等

療養開始日等～死亡時の医療費、療養開始日等の属する月の翌月～お亡なくなりになった日

の属する月までの療養手当　　　　　　　　　330万円

既支給額280万円未支給の

医療費等

50万円を

支給

給付されない例

特別遺族弔慰金の額280万円

（救済給付調整金限度額）

改正法施行前にご遺族が支給を受けた救済給付調整金　　280万円

未支給の医療費等

療養開始日等～死亡時の医療費、療養開始日等の属する月の翌月

～お亡なくなりになった日の属する月までの療養手当　　250万

既支給額280万円
未支給の

医療費等

の給付は

ありませ

ん


